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第１章 総則 

 

（名称） 

第１条 本会は、八幡製鐵所八新会（略称 八新会）と称する。 

 

（所在地） 

第２条 本会は、事務所を北九州市戸畑区飛幡町 1番 1号に置く。 

 

（目的）  

第３条 本会は、会員各社が八幡製鐵所との緊密な連携のもと、共通する諸課題の調

査・研究、改善活動を自主的に推進し、もって会員各社の経営体質の向上並びに

事故・災害防止の徹底を図ることを目的とする。 

  

 （事業） 

第４条 本会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。 

（１）経営体質の改善・強化に関する事項 

（２）安全衛生に関する事項 

（３）環境防災に関する事項 

（４）地域社会の貢献に関する諸活動 

（５）会員相互の親睦に関する事項 

（６）その他本会の目的達成に必要な事項 

 

第２章 会員及び会費等 

 

（会員の区分と範囲） 

第５条 本会の会員は、正会員、臨時会員及び特別会員に区分し、会員の範囲は会社 

又は事業所（以下会社という）とする。 

２．正会員は、総合会員と一般会員に区分する。 

（１）総合会員は、八幡製鐵所で常続的に主要な請負作業に従事し、本会の事業全

般に参画できる会社とする。 

（２）一般会員は、前項以外の八幡製鐵所に関係する協力会社（販売・サービス、

物品納入会社を含む）及び八幡製鐵所敷地内において各種事業を行う独立会社で

あって、本会の趣旨に賛同する会社とする。 

３．臨時会員は、理事会が臨時に入会を認めた会社又は団体とする。 

４．特別会員は、八幡製鐵所とする。 
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（加入及び脱退手続） 

第６条 本会に加入又は脱退しようとするときは、あらかじめ書面で会長に届け出る 

ものとする。 

２．本会に加入又は脱退する期日は、理事会の議決を経て定める。 

 

（届出事項の変更） 

第７条 会員は、会社の名称・事務所の住所及び代表者の氏名等、別に定める届出事

項に変更が生じたときは、遅滞なく書面で会長に届け出るものとする。 

 

（会員の義務） 

第８条 会員は、別に定める会費規則により会費を納入しなければならない。 

２．会員は、本会が行う事業に協力しなければならない。 

 

（会員の権利） 

第９条 会員は、各１個の議決権及び選挙権を有する。 

２．会員は、前項の権利を会長又は他の正会員に委任することができる。 

 

（資格の喪失） 

第１０条 会員は、次の各号の一つに該当するときは、会員の資格を失う。 

（１）本会を脱退したとき 

（２）本会を除名されたとき 

 

（除名） 

第１１条 会員は、次の各号の一つに該当するときは、理事会の議決を経て除名する 

ことができる。 

（１）本会の名誉を著しく汚した場合 

（２）会費を滞納し、再三の督促にも応じない場合 

（３）本会の事業を妨害し、又は会員として不適当と認めた場合 

 

（会費） 

第１２条 本会は、会員に会費を賦課する。 

２．会費の算定基準・徴収の時期及びその方法等は、総会の議決を経て別に定める。 

３．既に納入された会費等は、理由の如何を問わず返還しない。 

４．第１０条に該当する会員で、未納の会費等がある場合は、これを完納しなけれ 

ばならない。 

 



4

 （特別賦課金） 

第１３条 総合会員及び特別会員には、特別会費を賦課する。 

２．特別賦課金の算定基準・徴収の時期及びその方法等は、理事会の議決を経て別 

に定める。 

 

第３章 役員及び職員等 

 

（役員及び定数） 

第１４条 本会に次の役員を置く。 

（１）会長（理事）  １名 

（２）副会長（理事） ２名～３名  

（３）理事      １０名以上２０名以下 

（４）会計監査     ２名 

 

（役員の選出） 

第１５条 役員は、次の方法により選出する。 

（１）理事及び会計監査は、総会において会員の代表者の中から選出する。 

（２）会長及び副会長は、理事会において理事の中から選出する。 

 

（役員の任務） 

第１６条 役員の任務は、次のとおりとする。 

（１）会長は本会を代表して会務を統括し、総会及び理事会を招集しその議長を

務める。 

（２）副会長は、会長を補佐し会長に不都合が生じたときはその職務を代理する。 

（３）理事は、理事会を構成して事業の執行を議決し、会長の委嘱により本会の

事業を管掌する。 

 （４）会計監査は、本会の経理を監査する。 

 

（役員の任期） 

第１７条 理事及び会計監査の任期は２年とし、２年毎に通常総会で改選する。但し、 

再任は妨げない。 

   尚、任期満了を待たずに辞任した場合は、理事会で後任を選出し、直近の通常 

総会にて承認を得ることとする。 

 

（会長の権限） 

第１８条 会長は、総会に付議すべき事項について、緊急を要すると認めるときは、 
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総会権限のうち理事会に委任された事項について理事会の決議により執行できる。 

２．会長は、理事会に付議すべき事項について、緊急を要すると認めるときは、専

決処分をすることができる。 

 ３．会長は、前２項の規定に基づく措置をおこなった場合は、直近の総会又は理事 

会で、その措置について承認を得なければならない。 

 

（事務局の設置） 

第１９条 本会に会務処理のため事務局を設け、専従の事務局長及び事務職員、技術 

職員その他の職員（以下、職員等という）を置く。 

 ２．事務局長の任免は、理事会で決する。 

３．職員等の任免は、理事会の同意を得て会長が行う。 

４．事務局の組織・業務及び職員等の労働契約等に関する事項は、理事会の議決を

経て別に定める。 

 

（役員報酬） 

第２０条 役員は無給とする。 

 

    第４章 総会及び理事会等 

      

     第１節 総会 

 

（総会の構成及び招集） 

第２１条 総会は本会の最高決議機関であって、会員及び役員で構成する。 

２．総会は、通常総会及び臨時総会とし、その召集は会長が行う。 

３．通常総会は、毎年１回定期的に開催する。 

４．臨時総会は、次の一つに該当する場合に召集する。 

（１）会員の５分の１以上から、目的たる事項を示して総会召集の請求があった

とき 

（２）その他、会長が必要と認めたとき 

 

（総会の招集手続） 

第２２条 総会は、総会招集日の５日前までに、召集日時・場所及び目的たる事項を 

 書面で会員に明示しなければならない。 

但し、緊急を要する付議事項があるときは、予め示した事項以外であっても当

該総会に付議することができる。 
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（総会の議決事項） 

第２３条 総会での議決事項は、次のとおりとする。 

（１）本会則の改廃に関する事項 

（２）事業計画及び予算・決算に関する事項 

  （３）基本財産の設置及び処分に関する事項 

  （４）資産の管理方法に関する事項 

  （５）理事及び会計監査の選出に関する事項 

 

（総会の議事） 

第２４条 総会の議長は会長とする。 

２．総会は、会員の過半数の出席を以って成立する。 

３．総会の議案は、出席会員の過半数で決する。 

但し、前条第１号係わる議案は、出席会員の３分の２以上の多数で決する。 

４．前２項の場合において、委任状を以って他の会員又は役員に議決権の行使を委

任した会員は出席とみなす。 

５．前３項前段の場合において、可否同数のときは議長の決するところによる。 

 

（総会権限の委任） 

第２５条 総会は、その権限のうち第２３条の第２号、第３号及び第４号を理事会に 

  委任することができる。 

 

（議事録） 

第２６条 総会の議事録は事務局長が作成し、これに議長が署名、押印して議案書と

ともに保存する。 

２．前項の議事録には、次の事項を記載するものとする。 

（１）総会の日時及び場所 

（２）会議の目的たる事項 

（３）会員数及びその出席者数 

（４）議事別の議決の結果 

 

第２節 理事会 

 

（理事会の構成） 

第２７条 理事会の構成は、以下の通りとする。 

（１）会長 

（２）副会長 
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（３）理事 

（４）事務局長 

 

（理事会の招集） 

第２８条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会とし、その召集は会長が行う。 

２．定例理事会の開催は、原則として３ヶ月に１回とする。 

３．臨時理事会は、次の一つに該当するときに召集する。 

（１）理事の３分の１以上から、目的たる事項を示して理事会召集の請求があっ

たとき 

（２）その他、会長が必要と認めたとき 

 

（理事会の議決事項） 

第２９条 理事会は、次の事項について審議決定する。 

（１）本会則の定めにより、理事会の議決を要する事項 

（２）総会に提案する事項 

（３）第２３条（総会権限）のうち、理事会に委任された事項 

（４）本会の会務及び事業の執行に必要な事項 

（５）前各号のほか、本会の運営上必要な事項 

 

（理事会の議事） 

第３０条 理事会の議長は会長とする。 

２．理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。 

３．理事会の議事は、出席者の過半数で決する。但し、可否同数のときは議長の決

するところによる。 

 

（議事録） 

第３１条 理事会の議事録は事務局長が作成し、これに議長が署名、押印して議案書 

とともに保存するものとする。 

２．前項の議事録には、次の事項を記載するものとする。 

（１）理事会の日時及び場所 

（２）会議の目的たる事項 

（３）出席理事名 

（４）議事の経過の要旨 

（５）議事別の議決結果 

 

第３節 委員会及び部会等 
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（委員会等） 

第３２条 本会の事業目的達成のために、次の会議体を置く。 

（１）企画運営委員会 

（２）経営委員会 

（３）安全衛生環境防災委員会（略称は、安全衛生委員会とする） 

（４）部会 

 

 （企画運営委員会） 

第３３条 本会の運営に関し、会長の諮問機関として企画運営委員会を置く。 

（１）本会の構成は、会長、副会長、企画運営委員長・副委員長、特別会員、事 

務局長とする。 

（２）企画運営委員長及び副委員長は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。 

 ２．委員会の開催は、原則として毎月１回とする。 

 

（経営委員会） 

第３４条 当委員会は、会員会社に八幡製鐵所の業務運営方針及び中長期的な生産計 

画等の情報を提供し、その対応策について審議を行う。 

２．会員会社の経営体質強化に資する、業務改善・人材育成等の能力開発、及び地 

域社会への貢献等々についての審議を行う。 

３．委員会の組織構成は、次の通りとする。 

（１）委員長及び委員は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。 

（２）委員会の構成メンバーは、委員長、委員、部会長、特別会員、事務局とす

る。なお、会長は、必要に応じて出席する。 

 （活動部会） 

 ４．当委員会に次の活動部会を置き、組織体は別に定める。 

      なお、活動部会は必要に応じて理事会の承認を得て設置することができる。 

（１）改善活動部会（通称はカイゼン部会するとする） 

（２）活動部会には、必要に応じて企画班を設置して特別活動等の個別課題実行 

に当てることができる。 

 ５．委員会の開催は、原則として毎月１回とする。 

 

（安全衛生環境防災委員会） 

第３５条 安全、衛生、環境、防災、交通安全等の事業全般に亘って、関係行政並び 

に八幡製鐵所の方針を基に活動方針案を策定し、災害・事故の未然防止に関す 

る諸施策を審議する。 

 ２．当委員会の組織構成は、次の通りとする。 
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（１）委員長、副委員長及び委員は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。 

（２）委員会の構成メンバーは、委員長、委員、部会長、特別会員、事務局とす

る。なお、会長は、必要に応じて出席する。 

（３）委員長は、必要に応じて会員会社に出席を要請し、報告を求めることがで

きる。 

（活動部会） 

３．当委員会に次の活動部会を置き、組織体は別に定める。 

なお、活動部会は必要に応じて理事会の承認を得て設置することができる。 

 （１）安全衛生環境防災部会（略称は、安全衛生部会とする） 

 （２）安全衛生教育部会（略称は、教育部会とする） 

（３）活動部会には、必要に応じて企画班を設置して特別活動等の個別課題実行 

に当てることができる。 

 ４．委員会の開催は、原則として毎月１回とする。 

 

（部会） 

第３６条 八幡製鐵所と会員会社間のコミュニケーション向上を目的として、原則と 

して八幡製鐵所の部門単位に部会を設ける。 

 ２．部会の構成は次の通りとする。 

  （１）部会は部会長、会員、特別会員をもって構成する。 

  （２）部会長は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。 

  （３）部会員は、会員の承諾を得て部会長が委嘱する。 

３．部会の開催は、原則として毎月 1回とする。 

 

第５章 財務及び会計 

 

（資産） 

第３７条 本会の資産は、次の通りとする。 

（１）会費 

（２）準備金及び積立金 

（３）その他 

 

（会計年度） 

第３８条 本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

（予算及び決算） 

第３９条 本会の収支予算及び収支決算報告は、総会に付議しその承認を要するもの 
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とする。 

 

 （事業準備金の積立） 

第４０条 各年度の収支決算に剰余金が生じたときは、少なくとも事業費の過去３年 

分の年平均決算金額に相当する金額に達するまで、剰余金の全部又は一部を事業 

準備金として積み立てるものとする。 

 

    第６章 会則の変更及び解散 

 

（会則の変更） 

第４１条 本会則の変更は、第２２条及び第２３条に定める総会による議決を得て施 

行する。 

 

 （解散） 

第４２条 本会は、会員の３分の２以上の同意により解散することができる。 

 

（残余財産の処分） 

第４３条 前条の規定により解散したときに残存する資産は、次のとおり措置する。 

（１）他団体との合併等引継ぎ団体がある時は、その団体に引継ぐものとする。 

（２）前号以外の時は、総会の議決を得て決する。 

 

（清算人） 

第４４条 本会が解散したときの清算人は、会長及び副会長とする。 

 

    第７章 雑則 

 

 （運営規定） 

第４５条 本会則に別に定めるもののほか、事業執行に必要な事項は、理事会の議決 

   を経て別に定める。 

     

付則 

１．本会則は、平成１９年１０月１日より施行する。 


